
 
 
 
 

少子化対策を強化 

 

 

 

 

・近年、出生数の減少幅が拡大しており、少子化のスピードが加速していることから、 

本市がこれまで進めてきた少子化対策をさらに強化する必要があります。 

・若者・子育て世代が希望する結婚・妊娠・出産がかなうように必要な支援を行う 

とともに、子育てにゆとり（家計、心理、時間）が持てるよう総合的な支援策を 

講じます。 

・「事業者向け」、「若者・子育て世代向け」、「啓発・社会風土の醸成」の３つの視点 

から様々な支援策をパッケージ化して取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者向け  若者・子育て世代向け  啓発・社会風土の醸成 
     

◆子育てに優しい企業を支援する 

＜産業振興課＞ 

 【新規】子育て支援企業応援奨励金(主要⑪) 

（奨学金返還支援制度の上乗せ） 

 【新規】子育て支援企業応援アドバイザー派遣 

           (主要⑪) 
 【新規】ＤＸ人材育成体制構築コーディネー 

ター派遣(主要⑪) 
 【新規】ＤＸ人材育成体制構築奨励金 

           (主要⑪) 
 【拡充】正規雇用促進補助金 

 

◆妊娠を支援する 

＜健康課＞ 
 【新規】特定不妊治療（先進医療）費助成 
           (主要⑥) 
 【既存】不育治療費助成 

 

◆男性の育児休業取得を促進する 

＜健康課＞ 

 【新規】産後パパ育休取得応援金(主要⑥) 

 【拡充】母親父親教室(主要⑥) 

 

◆経済的不安を軽減する 

＜青少年課＞ 

 【新規】奨学金返済支援(主要⑦) 

＜こども家庭課＞ 

 【拡充】小児医療費助成 

 

＜健康課＞ 

 【拡充】父子育児手帳の改訂とカラー化 

 【新規】育児休業パンフレットの配付 

 

＜産業振興課＞ 
 【新規】仕事と育児の両立支援セミナー 
      (主要⑪) 
 【新規】リスキリング人材育成セミナー 
      (主要⑪) 
 

＜人権・男女共同参画課＞ 

 【既存】イクボスプロジェクト（イクボス宣言
企業登録制度、啓発講演会） 

希望する結婚・妊娠・出産がかない、子育てにゆとりが持てる 
～少子化対策の強化～ 

家計における経済的不安や男性の労働時間過多による家事、育児時間の不足を解消する必要があり、そのためには子育て当事者だけでなく、産業分野に

おける理解促進や体制づくりが求められている。 
国においては、若年人口が急激に減少する２０３０年代までに少子化トレンドを反転させるためには、２０３０年までがラストチャンスとして、「加速

化プラン」を推進している。 
本市においても、希望する結婚・妊娠・出産がかない、ゆとりが持てるよう、総合的な支援策を展開する。 

※（ ）の表記番号は、別冊「令和６年度当初予算の主要施策」の事業番号となっています。 

別紙 

○「希望する結婚・妊娠・出産がかない、子育てにゆとりが持てる」 


